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自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

（議案第 231号～第 236号） 

１ 議案提出の理由 

本件は、本市が設置する有料自転車駐車場の管理を行わせる指定管理者を指定

することについて、地方自治法第 244 条の２第６項の規定により議会の議決を求

めるものである。 

２ 議案の内容 

（１）指定管理者に管理を行わせる公の施設及び指定管理者に指定する者

議案番号 指定管理者に管理を行わ

せる公の施設 

施設名称 指定管理者に 

指定する者 

第 231 号 東区内設置の自転車駐車場 
香椎駅東自転車駐車場 

ほか８自転車駐車場 

公益社団法人 

福岡市シルバー人材センター 

第 232 号 

博多区（博多駅地区及び中洲

川端地区を除く。）内設置の

自転車駐車場 

笹原駅東自転車駐車場 

ほか８自転車駐車場 

公益社団法人 

福岡市シルバー人材センター 

第 233 号 
博多区（博多駅地区に限

る。）内設置の自転車駐車場 

音羽公園自転車駐車場 

ほか 10 自転車駐車場 

特定非営利活動法人 

Ｉ－ＤＯ 

第 234 号 
博多区（中洲川端地区に限

る。）内設置の自転車駐車場 

川端自転車駐車場 

ほか５自転車駐車場 

特定非営利活動法人 

Ｉ－ＤＯ 

第 235 号 
中央区（きらめき通りを除

く。）内設置の自転車駐車場 

桜坂駅自転車駐車場 

ほか 10 自転車駐車場 

特定非営利活動法人 

Ｉ－ＤＯ 

第 236 号 西区内設置の自転車駐車場 
今宿駅西自転車駐車場 

ほか６自転車駐車場 

公益社団法人 

福岡市シルバー人材センター 

（２）指定する期間

令和８年４月１日から令和 13年３月 31日まで

３ 公募及び選定の概要 

（１）業務の内容

当該公の施設における管理運営業務

（２）応募資格

法人その他の団体又は複数の団体により構成されるグループであること。

（３）道路下水道局が所管する公の施設に係る指定管理者選定・評価委員会

（選定委員５名）

氏  名 役 職 摘  要 

辰 巳 浩 福岡大学工学部長 学識経験者 

横 尾 亘 西南学院大学法学部法律学科 准教授 学識経験者 

石 橋 薦 中小企業診断士・有限会社アソシエ 代表取締役 学識経験者 

林 真 実 
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサ

ルタント・相談員協会 理事・九州支部長
利用者代表 

吉 浦 美 和 電車にのるぞ障害者の会 代表 利用者代表 

-24-



（４）募集・選定経過

・第１回選定・評価委員会 令和７年５月 13日

・募集要項配布 令和７年６月５日から令和７年７月 25日まで 

・受付期間 令和７年７月 17日から令和７年７月 25日まで 

・第２回選定・評価委員会 令和７年８月 22日

・第３回選定・評価委員会 令和７年９月１日

・募集要項配布（再公募※）令和７年９月 11日から令和７年９月 30日まで

・受付期間（再公募※）  令和７年９月 24日から令和７年９月 30日まで 

・第４回選定・評価委員会 令和７年 10月７日

※博多駅地区において２団体から応募があったものの、２団体共に最低制限基準を

満たさず、指定管理候補者を選定できなかったため、再公募を行ったもの。

４ 選定結果 

（１）選定基準

審 査 項 目 配点 

１ 指定管理者とし 
ての基本姿勢 

指定管理業務の実施にあたっての運営方針 
25 

(5 点×5 人) 

２ 団体の活動実績 
経営状況 

団体の活動実績 75 
(15 点×5 人) 団体の経営状況 

３ 

施設の効用の
発揮 

サービス向上及び利用促進の取り組み及びその実行可能性
・利用者へのサービス向上への取組
・苦情・要望に関する取組
・利用者及び利用収入増加の取組

400 
(80 点×5 人) 

管理を遂行するに当たっての人員計画及び要員確保策
・配置予定人員、勤務体制
・組織体制、人員採用の計画等

人材育成 
・管理開始前と期間中の研修計画及び内容

管理の内容 
・事故防止等の安全管理、施設の維持管理
・個人情報保護に関する考え方と取組

経済性 

経費の縮減 
・提案額
※上限額から最低制限額（上限額の 85％）までの金額
を 20 等分し、提案額に応じた点数を計上

100 
(20 点×5 人) 

４ その他 

市施策への貢献 
・高齢者や障がい者の就労対策の取組
・男女共同参画、ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽの取組
・中小企業の活性化・地場企業育成

150 
(30 点×5 人) 

放置自転車対策、地域等との連携 

５ 法令の遵守状況 

福岡市競争入札停止等措置要領に基づく競争入札
参加停止措置を受け、公告日に競争入札参加停止
の措置期間満了日の翌日を起算日とする競争入札
参加停止の措置期間と同期間に係る者は 50点
（10点×5人）の減点を行う 

0 
(0 点×5 人) 

合 計 
750 

(150 点×5 人) 

※上記配点のうち「経費の縮減」及び「中小企業の活性化・地場企業育成」を除く、

600 点中 355点を指定管理者の候補者とするための最低制限基準とする。

※現指定管理者については、別途インセンティブ又はペナルティ（＋30～－30）を付与。
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（２）選定結果

選定委員の評価結果及び意見などを踏まえ、各地区の指定管理候補者が自転

車駐車場の指定管理者として適していると判断し、指定管理候補者としたもの。 

27ページから 50ページのとおり 

【参考条文】 

地方自治法（抜粋） 

（公の施設の設置、管理及び廃止） 

第 244 条の２ 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特

別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関

する事項は、条例でこれを定めなければならない。 

２～５（略） 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あ

らかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならな

い。 

７～11（略） 
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議案第231号

議案第231号 

東区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年12月11日 

福岡市長  髙  島  宗 一 郎 

理由 

本件は、本市が東区内に設置する自転車駐車場の管理を行わせる指定管理者を指定するこ 

とについて、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものである。 

東区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

公の施設の管理を行わせる指定管理者を次のように指定する。 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

東区内設置の有料自転車駐車場（香椎駅東自転車駐車場ほか８自転車駐車場） 

２ 指定管理者に指定する者 

  福岡市博多区千代一丁目25番15号 

公益社団法人 福岡市シルバー人材センター 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 
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東区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者選定結果 

 

１ 応募団体 

  １団体 

  ・公益社団法人 福岡市シルバー人材センター 

 

２ 選定結果 

東区内設置の自転車駐車場の指定管理者選定においては、選定委員の評価結果

及び意見などを踏まえ、市として総合的に勘案し、公益社団法人 福岡市シルバ

ー人材センターを指定管理者の候補者としたものである。 

審 査 項 目 

応募者名 

指定管理候補者 

公益社団法人 

福岡市シルバー人材センター 

提案額 136,880千円 

上限額 145,633千円 

配点 
評価点 

（選定委員５名の合計点） 

１ 指定管理者としての 

基本姿勢 25 18 

２ 団体の活動実績 

   ・経営状況 
75 75 

３ 
施設の効用の発揮 400 318 

経済性 100 45 

４ その他 
150 130 

５ 法令の遵守状況 0 0 

合   計 750 586 

インセンティブ・ペナルティ ±30 15 

総合点 601 

＜指定管理候補者に対する主な意見＞ 

・これまでの自転車駐車場管理業務の経験を踏まえた実行可能性のある提案や、自

動空気入れの設置などの提案が評価できる。 

・人材育成や接遇研修が充実している。 
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１ 施設の概要 

施設名称 所在地 
最大収容 

台数 

建物 敷地 

構造 面積 

香椎駅東自転車駐車場 東区香椎駅東一丁目 340 台 平面 846 ㎡ 

香椎駅南自転車駐車場 東区香椎駅前一丁目 837 台 
鉄骨４層

(１、２階) 
1,705 ㎡ 

香椎宮前駅自転車駐車場 東区千早五丁目 220 台 平面 500 ㎡ 

千早駅北自転車駐車場 東区千早四丁目 655 台 平面 1,231 ㎡ 

千早駅南自転車駐車場 東区千早四丁目 577 台 平面 1,301 ㎡ 

名島駅自転車駐車場 東区名島三丁目 170 台 平面 130 ㎡ 

西鉄香椎駅自転車駐車場 東区香椎駅前二丁目 100 台 平面 162 ㎡ 

箱崎駅高架下自転車駐車場 東区筥松二丁目 651 台 平面 1,311 ㎡ 

福工大前駅東自転車駐車場 東区和白東三丁目 111 台 平面 274 ㎡ 

計 3,661 台 ― ― 

 

２ 指定管理者に指定する団体の概要 

 団体名 公益社団法人 福岡市シルバー人材センター 

代表者 中川 伸司 

所在地 福岡市博多区千代一丁目 25番 15号 

設 立 昭和 58年６月 25日 

事業内容 

臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の

簡易な業務に係る就業（雇用によるものを除く。）を希望する高齢

者に対する希望と能力に応じた就業機会の開拓及び提供。 

 

参考 
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３ 位置図 
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議案第232号

議案第232号 

博多区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年12月11日 

福岡市長  髙  島  宗 一 郎 

理由 

本件は、本市が博多区内に設置する自転車駐車場の管理を行わせる指定管理者を指定する 

  ことについて、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものである。  

博多区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

公の施設の管理を行わせる指定管理者を次のように指定する。 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

博多区（博多駅地区及び中洲川端地区を除く。）内設置の有料自転車駐車場（笹原駅東

自転車駐車場ほか８自転車駐車場） 

２ 指定管理者に指定する者 

  福岡市博多区千代一丁目25番15号 

公益社団法人 福岡市シルバー人材センター 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 
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博多区（博多駅地区及び中洲川端地区を除く。）内設置の 

自転車駐車場に係る指定管理者選定結果 

１ 応募団体 

  ３団体 

・公益社団法人 福岡市シルバー人材センター

・特定非営利活動法人 Ｉ－ＤＯ

・Ａ団体

２ 選定結果 

博多区（博多駅地区及び中洲川端地区を除く。）内設置の自転車駐車場の指定管

理者選定においては、選定委員の評価結果及び意見などを踏まえ、市として総合

的に勘案し、公益社団法人 福岡市シルバー人材センターを指定管理者の候補者

としたものである。 

審 査 項 目 

応募者名 

指定管理候補者 次点 － 

公益社団法人 

福岡市シルバー

人材センター 

特定非営利 

活動法人 

Ｉ－ＤＯ 

Ａ団体 

提案額 131,194千円 124,000千円 138,600千円 

上限額 141,101千円 

配点 
評価点 

（選定委員５名の合計点） 

１ 指定管理者としての 

基本姿勢 
25 18 17 16 

２ 団体の活動実績 

・経営状況
75 75 75 65 

３ 
施設の効用の発揮 400 321 283 216 

経済性 100 50 85 15 

４ その他 150 134 110 98 

５ 法令の遵守状況 0 0 0 0 

合 計 750 598 570 410 

インセンティブ・ペナルティ ±30 0 0 0 

総合点 598 570 410 

＜指定管理候補者に対する主な意見＞ 

・これまでの自転車駐車場管理業務の経験を踏まえた実行可能性のある提案や、自動

空気入れの設置や多言語化対応などの提案が評価できる。

・実態に即した外国人利用者への対応が評価できる。
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１ 施設の概要 

施設名称 所在地 
最大収容 

台数 

建物 敷地 

構造 面積 

笹原駅東自転車駐車場 博多区諸岡五丁目 537 台 鉄骨３層 335 ㎡ 

竹下駅第１自転車駐車場 博多区竹下四丁目 110 台 平面 244 ㎡ 

竹下駅第２自転車駐車場 博多区竹下四丁目 155 台 平面 189 ㎡ 

竹下駅西口自転車駐車場 博多区竹下一丁目 410 台 鉄骨２層 641 ㎡ 

竹下駅南自転車駐車場 博多区竹下四丁目 627 台 鉄骨２層 1,950 ㎡ 

福岡空港駅自転車駐車場 博多区空港前三丁目 500 台 鉄骨４層 427 ㎡ 

南福岡駅前自転車駐車場 博多区寿町二丁目 1,038 台 鉄骨２層 875 ㎡ 

吉塚駅西口自転車駐車場 博多区吉塚本町 222 台 鉄骨２層 252 ㎡ 

吉塚駅東口自転車駐車場 博多区吉塚本町 422 台 平面 529.5 ㎡ 

計 4,021 台 － － 

２ 指定管理者に指定する団体の概要 

団体名 公益社団法人 福岡市シルバー人材センター 

代表者 中川 伸司 

所在地 福岡市博多区千代一丁目 25番 15号 

設 立 昭和 58年６月 25日 

事業内容 

臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の

簡易な業務に係る就業（雇用によるものを除く。）を希望する高齢

者に対する希望と能力に応じた就業機会の開拓及び提供。 

参考 
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３ 位置図 

-34-



議案第233号

議案第233号 

博多区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年12月11日 

福岡市長  髙  島  宗 一 郎 

理由 

本件は、本市が博多区内に設置する自転車駐車場の管理を行わせる指定管理者を指定する 

  ことについて、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものである。  

博多区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

公の施設の管理を行わせる指定管理者を次のように指定する。 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

博多区（博多駅地区に限る。）内設置の有料自転車駐車場（音羽公園自転車駐車場ほか

10自転車駐車場） 

２ 指定管理者に指定する者 

  福岡市博多区店屋町４番８号 

特定非営利活動法人 Ｉ－ＤＯ 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 
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博多区（博多駅地区に限る。）内設置の自転車駐車場に 

係る指定管理者選定結果 

１ 応募団体 

  １団体 

・特定非営利活動法人 Ｉ－ＤＯ

２ 選定結果 

博多区（博多駅地区に限る。）内設置の自転車駐車場の指定管理者選定において

は、選定委員の評価結果及び意見などを踏まえ、市として総合的に勘案し、特定

非営利活動法人 Ｉ－ＤＯを指定管理者の候補者としたものである。 

審 査 項 目 

応募者名 

指定管理候補者 

特定非営利活動法人 

Ｉ－ＤＯ 

提案額 127,600千円 

上限額 131,581千円 

配点 
評価点 

（選定委員５名の合計点） 

１ 指定管理者としての 

基本姿勢 
25 18 

２ 団体の活動実績 

・経営状況
75 75 

３ 
施設の効用の発揮 400 268 

経済性 100 25 

４ その他 150 110 

５ 法令の遵守状況 0 0 

合 計 750 496 

インセンティブ・ペナルティ ±30 0 

総合点 496 

＜指定管理候補者に対する主な意見＞ 

・研修計画など人材育成に関する取り組みや、必要な管理運営業務を着実に実施する

内容の提案が評価できる。

・運営実績や意欲的な取り組み姿勢から、本自転車駐車場の運営についても期待がで

きる。
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１ 施設の概要 

施設名称 所在地 
最大収容 

台数 

建物 敷地 

構造 面積 

音羽公園自転車駐車場 博多区博多駅南一丁目 290 台 平面 － 

祇園駅路上自転車駐車場 博多区祇園町及び冷泉町 68 台 平面 － 

櫛田神社前駅自転車駐車場 博多区祇園町 252 台 地下１層 561.63 ㎡ 

出来町公園自転車駐車場 博多区博多駅前一丁目 231 台 平面 － 

中比恵公園自転車駐車場 博多区博多駅東二丁目 437 台 平面 － 

人参公園自転車駐車場 博多区博多駅前四丁目 201 台 平面 － 

博多駅高架下南自転車駐車場 
博多区博多駅中央街及び

博多駅前四丁目 
260 台 平面 － 

博多駅筑紫口自転車駐車場 博多区博多駅東二丁目 360 台 地下２層 336 ㎡ 

博多駅路上自転車駐車場 

博多区博多駅前一丁目、

博多駅前四丁目及び 

博多駅南一丁目 

144 台 平面 － 

博多口自転車駐車場 
博多区博多駅前一丁目 

及び博多駅前二丁目 
897 台 地下１層 1,266 ㎡ 

明治公園自転車駐車場 博多区博多駅前三丁目 736 台 地下１層 500 ㎡ 

計 3,876 台 － － 

２ 指定管理者に指定する団体の概要 

団体名 特定非営利活動法人 Ｉ－ＤＯ（アイディオ） 

代表者 池田 純一 

所在地 福岡市博多区店屋町４-８ 

設 立 平成 15年３月 27日 

事業内容 

・自転車利用促進による近距離交通の適正な発達と中心市街地の活

性化を図る事業

・自転車駐車場等、駐車場施設の整備推進による放置自転車の追放

を図る事業                      等

参考 
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３ 位置図 
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議案第234号

議案第234号 

博多区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年12月11日 

福岡市長  髙  島  宗 一 郎 

理由 

本件は、本市が博多区内に設置する自転車駐車場の管理を行わせる指定管理者を指定する 

  ことについて、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものである。  

博多区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

公の施設の管理を行わせる指定管理者を次のように指定する。 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

博多区（中洲川端地区に限る。）内設置の有料自転車駐車場（川端自転車駐車場ほか５

自転車駐車場） 

２ 指定管理者に指定する者 

  福岡市博多区店屋町４番８号 

特定非営利活動法人 Ｉ－ＤＯ 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 
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博多区（中洲川端地区に限る。）内設置の自転車駐車場に 

係る指定管理者選定結果 

 

１ 応募団体 

  ３団体 

  ・特定非営利活動法人 Ｉ－ＤＯ 

  ・トラストパーク株式会社 

  ・Ｂ団体 

 

２ 選定結果 

博多区（中洲川端地区に限る。）内設置の自転車駐車場の指定管理者選定におい

ては、選定委員の評価結果及び意見などを踏まえ、市として総合的に勘案し、特

定非営利活動法人 Ｉ－ＤＯを指定管理者の候補者としたものである。 

審 査 項 目 

応募者名 

指定管理候補者 次点 － 

特定非営利 

活動法人 

Ｉ－ＤＯ 

トラスト 

パーク 

株式会社 

Ｂ団体 

提案額 41,600 千円 42,671 千円 44,330 千円 

上限額 44,330 千円 

配点 
評価点 

（選定委員５名の合計点） 

１ 指定管理者としての 

基本姿勢 
25 17 17 15 

２ 団体の活動実績 

   ・経営状況 
75 75 55 75 

３ 
施設の効用の発揮 400 273 240 223 

経済性 100 45 25 5 

４ その他 150 114 87 71 

５ 法令の遵守状況 0 0 0 0 

合   計 750 524 424 389 

インセンティブ・ペナルティ ±30 0 0 15 

総合点 524 424 404 

＜指定管理候補者に対する主な意見＞ 

・ＳＮＳを活用した利便性向上策などの提案が評価できる。 

・ワイヤー錠の貸出など、快適な利用環境に資するサービスの提案が評価できる。 
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１ 施設の概要 

施設名称 所在地 
最大収容 

台数 

建物 敷地 

構造 面積 

川端自転車駐車場 博多区下川端町 431 台 地下１層 958 ㎡ 

呉服町駅路上自転車 

駐車場 

博多区上呉服町及び

店屋町 
191 台 平面 － 

清流公園自転車駐車場 

博多区中洲一丁目、

中洲四丁目及び中洲

五丁目 

589 台 平面 － 

中島公園自転車駐車場 博多区中洲中島町 340 台 平面 － 

中洲川端駅路上自転車

駐車場 

博多区上川端町及び

中洲三丁目 
280 台 平面 － 

冷泉公園自転車駐車場 博多区上川端町 134 台 平面 － 

計 1,965 台 － 

２ 指定管理者に指定する団体の概要 

団体名 特定非営利活動法人 Ｉ－ＤＯ（アイディオ） 

代表者 池田 純一 

所在地 福岡市博多区店屋町４-８ 

設 立 平成 15年３月 27日 

事業内容 

・自転車利用促進による近距離交通の適正な発達と中心市街地の活

性化を図る事業

・自転車駐車場等、駐車場施設の整備推進による放置自転車の追放

を図る事業                      等

参考 
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３ 位置図 
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議案第235号

議案第235号 

中央区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年12月11日 

福岡市長  髙  島  宗 一 郎 

理由 

本件は、本市が中央区内に設置する自転車駐車場の管理を行わせる指定管理者を指定する 

  ことについて、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものである。  

中央区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

公の施設の管理を行わせる指定管理者を次のように指定する。 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

中央区内設置の有料自転車駐車場のうち、きらめき通り自転車駐車場を除くもの（桜坂

駅自転車駐車場ほか10自転車駐車場） 

２ 指定管理者に指定する者 

  福岡市博多区店屋町４番８号 

特定非営利活動法人 Ｉ－ＤＯ 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 
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中央区（きらめき通りを除く。）内設置の自転車駐車場に 

係る指定管理者選定結果 

 

１ 応募団体 

  ２団体 

  ・特定非営利活動法人 Ｉ－ＤＯ 

  ・ニップス・アーキエムズ共同事業体 

 

２ 選定結果 

中央区（きらめき通りを除く。）内設置の自転車駐車場の指定管理者選定におい

ては、選定委員の評価結果及び意見などを踏まえ、市として総合的に勘案し、特

定非営利活動法人 Ｉ－ＤＯを指定管理者の候補者としたものである。 

審 査 項 目 

応募者名 

指定管理候補者 次点 

特定非営利 

活動法人 

Ｉ－ＤＯ 

ニップス・ 

アーキエムズ 

共同事業体 

提案額 157,000千円 177,100千円 

上限額 180,587千円 

配点 
評価点 

（選定委員５名の合計点） 

１ 指定管理者としての 

基本姿勢 
25 17 18 

２ 団体の活動実績 

   ・経営状況 
75 75 65 

３ 
施設の効用の発揮 400 285 227 

経済性 100 90 15 

４ その他 150 114 94 

５ 法令の遵守状況 0 0 0 

合   計 750 581 419 

インセンティブ・ペナルティ ±30 0 0 

総合点 581 419 

＜指定管理候補者に対する主な意見＞ 

・ＳＮＳを活用した利便性向上策などの提案が評価できる。 

・地域と共同で放置自転車対策に取り組む提案が評価できる。 
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１ 施設の概要 

施設名称 所在地 
最大収容 

台数 

建物 敷地 

構造 面積 

桜坂駅自転車駐車場 中央区桜坂一丁目 85 台 平面 394 ㎡ 

天神自転車駐車場 中央区天神二丁目 1,438 台 地下２層 1,132 ㎡ 

天神中央公園自転車駐車場 中央区天神一丁目 312 台 平面 413 ㎡ 

天神ふれあい通り自転車 

駐車場 
中央区天神一丁目 375 台 地下１層 680 ㎡ 

天神南駅自転車駐車場 中央区渡辺通五丁目 68 台 平面 142 ㎡ 

唐人町駅自転車駐車場 中央区荒戸三丁目 223 台 鉄骨３層 276 ㎡ 

長浜公園自転車駐車場 中央区舞鶴一丁目 72 台 平面 － 

薬院駅北自転車駐車場 中央区渡辺通四丁目 50 台 平面 273 ㎡ 

薬院駅南自転車駐車場 中央区平尾一丁目 288 台 平面 492 ㎡ 

薬院大通駅自転車駐車場 中央区薬院四丁目 204 台 地下１層 481 ㎡ 

六本松駅自転車駐車場 中央区六本松二丁目 417 台 
平面及び 

鉄骨２層 
414 ㎡ 

計 3,532 台 － － 

２ 指定管理者に指定する団体の概要 

団体名 特定非営利活動法人 Ｉ－ＤＯ（アイディオ） 

代表者 池田 純一 

所在地 福岡市博多区店屋町４-８ 

設 立 平成 15年３月 27日 

事業内容 

・自転車利用促進による近距離交通の適正な発達と中心市街地の活

性化を図る事業

・自転車駐車場等、駐車場施設の整備推進による放置自転車の追放

を図る事業                      等

参考 
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３ 位置図 
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議案第236号

議案第236号 

西区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

上記の議案を提出する。 

令和７年12月11日 

福岡市長  髙  島  宗 一 郎 

理由 

本件は、本市が西区内に設置する自転車駐車場の管理を行わせる指定管理者を指定するこ 

とについて、地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものである。 

西区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者の指定について 

公の施設の管理を行わせる指定管理者を次のように指定する。 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設 

西区内設置の有料自転車駐車場（今宿駅西自転車駐車場ほか６自転車駐車場） 

２ 指定管理者に指定する者 

  福岡市博多区千代一丁目25番15号 

公益社団法人 福岡市シルバー人材センター 

３ 指定する期間 

令和８年４月１日から令和13年３月31日まで 
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西区内設置の自転車駐車場に係る指定管理者選定結果 

 

１ 応募団体 

  １団体 

  ・公益社団法人 福岡市シルバー人材センター 

 

２ 選定結果 

西区内設置の自転車駐車場の指定管理者選定においては、選定委員の評価結果

及び意見などを踏まえ、市として総合的に勘案し、公益社団法人 福岡市シルバ

ー人材センターを指定管理者の候補者としたものである。 

審 査 項 目 

応募者名 

指定管理候補者 

公益社団法人 

福岡市シルバー人材センター 

提案額 174,489千円 

上限額 185,646千円 

配点 
評価点 

（選定委員５名の合計点） 

１ 指定管理者としての 

基本姿勢 25 18 

２ 団体の活動実績 

   ・経営状況 
75 75 

３ 
施設の効用の発揮 400 310 

経済性 100 45 

４ その他 
150 126 

５ 法令の遵守状況 0 0 

合   計 750 574 

インセンティブ・ペナルティ ±30 15 

総合点 589 

＜指定管理候補者に対する主な意見＞ 

・これまでの自転車駐車場管理業務の経験を踏まえた実行可能性のある提案や、自

動空気入れの設置などの提案が評価できる。 

・人材も必要人数以上に確保できている点で安心感があり、評価できる。 
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１ 施設の概要 

施設名称 所在地 
最大収容 

台数 

建物 敷地 

構造 面積 

今宿駅西自転車駐車場 西区今宿一丁目 1,036 台 鉄骨２層 1,204 ㎡ 

九大学研都市駅西自転車駐車場 西区北原一丁目 761 台 鉄骨２層 1,088 ㎡ 

九大学研都市駅東自転車駐車場 西区西都一丁目 538 台 平面 933 ㎡ 

周船寺駅前自転車駐車場 西区周船寺二丁目 712 台 鉄骨３層 994 ㎡ 

姪浜駅高架下東自転車駐車場 西区姪の浜四丁目 653 台 平面 800 ㎡ 

姪浜駅高架下西自転車駐車場 西区姪の浜五丁目 2,593 台 鉄骨２層 1,796 ㎡ 

橋本駅自転車駐車場 西区橋本二丁目 895 台 平面 1,757.54 ㎡ 

計 7,188 台 － － 

２ 指定管理者に指定する団体の概要 

団体名 公益社団法人 福岡市シルバー人材センター 

代表者 中川 伸司 

所在地 福岡市博多区千代一丁目 25番 15号 

設 立 昭和 58年６月 25日 

事業内容 

臨時的かつ短期的な就業（雇用によるものを除く。）又はその他の

簡易な業務に係る就業（雇用によるものを除く。）を希望する高齢

者に対する希望と能力に応じた就業機会の開拓及び提供。 

参考 
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３ 位置図 
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